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次 に 掲 げ る 規 則 の 規 定 中 ｢外国人登録法 (昭和27年法律第125号) の規定による外国人登録原票の記載事項に関す

る市町村長の証明書｣ を ｢住民票の写し (住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) 第30条の45に規定する国籍等を記

載したものに限る｡)｣ に 改 め る

｡
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規 則

理 容 師 法 施 行 細 則 及 び 美 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 七 月 六 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 三 十 二 号

理 容 師 法 施 行 細 則 及 び 美 容 師 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

一 理 容 師 法 施 行 細 則 ( 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 規 則 第 四 十 八 号 ) 別 記 様 式 第 二 号 ( 添 付 書 類 ) ４

二 美 容 師 法 施 行 細 則 ( 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 規 則 第 四 十 九 号 ) 別 記 様 式 第 二 号 ( 添 付 書 類 ) ４

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 九 日 か ら 施 行 す る 。

金 沢 競 馬 場 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 七 月 六 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 三 十 三 号

金 沢 競 馬 場 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

金 沢 競 馬 場 管 理 規 則 ( 昭 和 六 十 一 年 石 川 県 規 則 第 五 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 ３ � 及 び � ア 中 ｢(外国人にあつては外国人登録済証明書)｣ を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 九 日 か ら 施 行 す る 。

公 安 委 員 会

石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 七 月 六 日

石 川 県 公 安 委 員 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

平成 24 年 ７ 月 ６ 日 (金曜日)

号 外

(第 ４３ 号)

規 則
○理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正
する規則 (薬事衛生課) 1
○金沢競馬場管理規則の一部を改正する規則

(競馬総務課) 1

公安委員会
○石川県警察の組織等に関する規則の一部を改正する規
則 1

○年少者によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する
行為等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する
規則 2
○石川県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 2
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石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 警 察 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 の 四 第 二 号 五 � を 次 の よ う に 改 め る 。
五 � 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 ( 昭 和 二 十 六 年 政 令 第 三 百 十 九 号 ) 及 び 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍

を 離 脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 一 号 ) に 規 定 す る 犯 罪

第 二 十 一 条 の 四 第 二 号 中 六 � を 削 り 、 七 � を 六 � と し 、 六 � の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

七 � 一 � か ら 六 � ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 国 の 公 安 又 は 利 益 、 警 備 実 施 そ の 他 に 係 る 犯 罪

第 二 十 一 条 の 四 中 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 第 七 号 を 第 六 号 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 九 日 か ら 施 行 す る 。

年 少 者 に よ る テ レ ホ ン ク ラ ブ 等 営 業 の 利 用 を 助 長 す る 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 七 月 六 日

石 川 県 公 安 委 員 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

年 少 者 に よ る テ レ ホ ン ク ラ ブ 等 営 業 の 利 用 を 助 長 す る 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

年 少 者 に よ る テ レ ホ ン ク ラ ブ 等 営 業 の 利 用 を 助 長 す る 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 八 年 石 川 県 公 安 委

員 会 規 則 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 三 項 第 二 号 中 ｢ 外 国 人 に あ っ て は 、 外 国 人 登 録 証 明 書 の 写 し ｣ を ｢ 住 民 基 本 台 帳 法 ( 昭 和 四 十 二 年 法 律 第

八 十 一 号 ) 第 七 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 項 ( 外 国 人 に あ っ て は 、 同 法 第 三 十 条 の 四 十 五 に 規 定 す る 国 籍 等 ) を 記 載 し た も

の に 限 る 。｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 九 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 七 月 六 日

石 川 県 公 安 委 員 会

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 五 条 第 三 項 第 一 号 中 ｢( 住 民 基 本 台 帳 法 ( 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 八 十 一 号 ) の 適 用 を 受 け な い 者 で あ る 場 合 に

あ つ て は 、 外 国 人 登 録 法 ( 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 二 十 五 号 ) 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 証 明 書 の 写 し )｣ を 削 る 。

別 記 様 式 第 七 ( 表 ) 及 び 別 記 様 式 第 七 の 二 ( 表 ) 中

｢

｣

を

｢

｣

に 改 め る

｡□ 戸籍謄本又は抄本

(外国人登録原票の写し)

□ 戸籍謄本又は抄本

(外国人にあっては､ 住民票の写し)

別 記 様 式 第 七 の 六 ( 表 ) 中

｢ ｣ を

｢

｣

に 改 め る

｡

□ 戸籍謄本又は抄本
□ 戸籍謄本又は抄本

(外国人にあっては､ 住民票の写し)

別 記 様 式 第 十 六 及 び 別 記 様 式 第 十 六 の 一 の 二 中

｢

｣

を

｢

｣

に ､

取
得
年
月
日

二 種

その他

二小原

取
得
年
月
日

二小原

その他

二 種

｢

｣

を

｢

｣

に ､

｢

｣

を免許番号 免許番号 第 号 交付公安委員会

｢

｣

に 改 め る

｡

交付公安委員会 公安委員会
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附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 七 月 九 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 記 様 式 第 十 六 及 び 別 記 様 式 第 十 六 の 一 の 二 の 改 正 規

定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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